
 

 

 

 

 

 

特定利用空港・港湾について 

 

 国は，自衛隊・海上保安庁が平素から必要な空港・港湾を円滑に利用できるよう，インフ

ラ管理者との間で「円滑な利用に関する枠組み」を設け，これらを「特定利用空港・港湾」

とし，これらについて民生利用を主としつつ，自衛隊や海上保安庁の艦船・航空機の円滑な

利用にも資するよう，必要な整備又は既存事業の促進を図ることとしています。 

 

 本県においては，２空港，６港湾が「特定利用空港・港湾」の候補となっています。 

県としては，国の取組は，必要な整備が着実に行われることが期待できること，また，災

害時における迅速な対応が期待できると考えています。 

 

令和６年８月 14 日付けで，国から，本県が管理する７空港・港湾について，「円滑な利用

に関する枠組み」を関係省庁と本県との間で確認することの依頼がありました。 

 

これに対し，県としては，空港管理者及び港湾管理者として「円滑な利用に関する枠組み」

を確認した旨，本日，国へ回答することとしました。（鹿児島空港は国管理空港のため，関

係省庁間での手続きとなります。） 

 

１ 対象空港・港湾（２空港，６港湾） 

 ・ 国管理空港（１空港）：鹿児島空港 

 ・ 県管理空港（１空港）：徳之島空港 

 ・ 県管理港湾（６港湾）：鹿児島港，川内港，志布志港，西之表港，名瀬港，和泊港 
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港湾空港課，危機管理課，総合政策課 



２ 手続きを進める理由 

○ 本県は，他県よりも候補とされている空港・港湾が多いこと，これまでも県内で訓練

が実施されていることから，丁寧に対応を進めてきたところであり，昨年 11 月に説明

を受けて以降，国に不明な点等を確認してきました。 

 

○ 国からは，  

  ・ 「円滑な利用に関する枠組み」については，あくまでも民生利用を主とするもので

あり，管理者の権限が変わるものではないこと 

  ・ 「特定利用空港・港湾」における整備や既存事業の促進は，民生利用を主とするも

のであるため，既存の制度に基づき進められること 

 ・ 加えて，自衛隊や海上保安庁が各空港・港湾の状況に精通することで，災害対応時

に迅速に対応でき，能力を最大限に発揮することが期待できること 

  などを確認しました。 

 

○ 県としては，「特定利用空港・港湾」の候補とされている各空港・港湾においては，

民生利用の観点からインフラ整備を進めており，今回の国の取組は，必要な整備が着実

に行われるものと期待するところです。 

 

○ また，半島や多くの離島を有する本県において今回の国の取組は，災害時における迅

速な対応にも資するものであると期待するところです。 

 

〇 このため，県としては，県管理の７空港・港湾について，空港管理者及び港湾管理者

として「円滑な利用に関する枠組み」を確認した旨，本日，国へ回答することとしまし

た。なお，国管理の鹿児島空港については関係省庁間での手続きとなります。 

 

取材対応者 

港湾空港課 課長    佐多 悦成（内線 3631） 

問い合わせ先 

 港湾空港課 技術補佐  蒲地 慶貴（内線 3633） 








